
景観形成重点地区の建築行為等の届出の流れ（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付申請

「建築主」 

補助金交付決定「市」 

景観審査委員会による審査 

 助成を受ける場合 助成を受けない場合 

【届出の提出】 

景観形成基準(基本基準)に

適合しているか？ 

 

景観形成基準 

(修景基準)による計画 

事前審査 対象外であれば 

建築の計画段階で・・・ 

（景観の事務局「市」と事前協議を行う） 

行為の届出の【事前相談】 

（事前相談申請書・計画図面を基に、基本基準に合致

しているかの審査を事務局「市」が行う。） 

届出の流れ 

建 築 に 着 手 

審 査（事務局判断以外のもの） 

適 合 不適合 

指導・勧告 

変更命令 

修正 

景観審議会による審査 

景観アドバイザーによる判断 

 対象 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金申請の流れ（歴史的まちなみ修景整備補助金） 

補助を受けたい方 松阪市 

必要な書類 

事前審査書類の提出 

交付申請書の提出 

交付決定通知の受理 

事業着手 

変更承認申請の提出 

事業完了 

変更承認通知の受理 

実績報告書の提出 

交付額確定通知の受理 

補助金の請求 

補助金の受領 

事前審査 

・事務局で提出書類の内

容を確認 

受理・審査 

・審査委員会による審査 

・交付決定 

補助対象決定の連絡 

受理・審査 

・変更承認決定 

受理・審査・検査 

・交付額決定 

請求書の受理 

・補助金の振込 

・工事費積算書 

・チェックシート 

・補助金交付申請書 

（様式第１号） 

・工事費積算書 

・添付書類 

・補助金交付請求書 

（様式第８号） 

・変更承認申請書 

（様式第４号） 

・工事費積算書 

・添付書類 

・実績報告書 

（様式第６号） 

・工事費積算書 

・完成写真 

・添付書類 

補助金の事前相談 事業の説明 


